
    令和５（２０２３）年 4月 4日（1） 

 

  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

消
費
生
活
相
談
窓
口
の
開
設
に
つ
い
て 

 

本
山
町
で
は
、
悪
質
商
法
な
ど
の
被
害
か
ら
、
住
民
の
安

心
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、消
費
生
活

相
談
員
に
よ
る
相
談
窓
口
を
毎
月
第
４
木
曜
日（
４
月
、
11

月
は
第
５
木
曜
日
）
に
開
設
し
ま
す
。
詳
細
は
、
左
記
の
と

お
り
で
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

○
開
設
日
時 

                  

○
相
談
内
容 

 
 

詐
欺
被
害
・
悪
質
商
法
に
よ
る
被
害
・
多
重
債
務
な
ど 

※
な
お
、
日
程
・
会
場
が
変
更
に
な
る
場
合
は
事
前
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。 

※
予
約
は
不
要
で
す
が
、
先
着
順
に
相
談
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
お
待
ち
頂
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話 

76-

３
９
１
６ 

毎
月
第
３
木
曜
日
は
行
政
相
談
の
日
で
す 

行
政
相
談
員
は
、
国
、
県
、
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕
事

に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
受

け
、
そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

相
談
は
、
毎
月
第
３
木
曜
日
に
町
役
場
で
定
期
的
に
開
催

さ
れ
る
行
政
相
談
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

４
月
20
日
（
木
）
午
前
10
時
～
正
午 

【
場
所
】 

役
場
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

 
【
行
政
相
談
員
】 

筒
井 

幸
弘 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

総
務
課  

電
話  

76-

２
２
２
３ 

毎
月
第
３
金
曜
日
は
、
高
知
地
方
裁
判
所 

民
事
・
家
事
相
談
の
実
施
日
で
す 

高
知
地
方
裁
判
所
職
員
に
よ
る
「
民
事
・
家
事
相
談
」
を

実
施
し
ま
す
の
で
、
日
頃
よ
り
心
配
事
や
悩
み
事
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
こ
の
機
会
に
民
事
・
家
事
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。 な

お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
（
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で
）

で
す
。
必
ず
、
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

４
月
21
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時
30
分 

（
相
談
時
間
は
、
１
組
あ
た
り
30
分
で
す
。） 

【
場
所
】 

役
場
２
階 

相
談
室 

【
事
前
予
約
連
絡
先
】 

総
務
課 

電
話 

76-

２
２
２
３ 

督
促
手
数
料
を
廃
止
し
ま
す 

 

町
の
条
例
改
正
に
よ
り
、
令
和
５
年
３
月
31
日
以
降
に

納
期
限
が
到
来
す
る
町
税
・
保
険
料
・
使
用
料
等
に
係
る
督

促
手
数
料
（
２
０
０
円
）
を
廃
止
し
ま
す
。 

た
だ
し
、
令
和
５
年
４
月
１
日
ま
で
に
す
で
に
督
促
状
が

発
せ
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
従
前
ど
お
り
督
促
手
数
料

の
納
付
が
必
要
で
す
。 

※ 

督
促
状
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き
発 

 

送
し
ま
す
。 

※ 

延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

【
督
促
手
数
料
を
廃
止
す
る
町
税
等
】 

 

・
個
人
町
県
民
税 

 

・
法
人
町
民
税 

 

・
固
定
資
産
税 

 

・
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
） 

 

・
国
民
健
康
保
険
税 

 

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料 

 

・
介
護
保
険
料 

 

・
保
育
料 

 

・
水
道
使
用
料 

 

・
住
宅
使
用
料 

 

・
そ
の
ほ
か
町
が
徴
収
す
る
分
担
金
、
負
担
金
、
使
用
料
、

手
数
料
等 

 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
役
場
住
民
生
活
課
税
務
班 

電
話 

76-

２
１
１
５ 

     

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第１１０１号  



    令和５（２０２３）年 4月 4日（2） 

 

令
和
５
年
度 

「
本
山
町
起
業
・
創
業
等 

支
援
事
業
」
の
募
集
に
つ
い
て 

 
町
内
で
創
業
・
第
二
創
業
・
事
業
承
継
を
し
よ
う
と
す

る
事
業
者
等
を
支
援
す
る
た
め
、「
起
業
・
創
業
等
支
援
事

業
」
を
設
置
し
、
対
象
者
に
そ
の
経
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。 

【
補
助
対
象
者
】 

 

①
本
山
町
民
ま
た
は
、
事
業
開
始
時
に
本
山
町
内
へ
転
入

す
る
予
定
の
町
外
移
住
者 

 

②
町
税
等
を
完
納
し
て
い
る
も
の 

 

③
商
工
会
ま
た
は
、
金
融
機
関
か
ら
適
切
な
事
業
計
画
を

有
し
て
い
る
も
の
と
し
て
推
薦
等
を
受
け
た
事
業
で
あ

る
こ
と 

 
 

※
補
助
対
象
者
は
事
業
内
容
に
つ
い
て
、
面
接
及
び
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
審
査
会
に
よ
り
補
助
の

適
否
を
決
定
し
ま
す
。 

【
補
助
金
額
】 

 
 

補
助
対
象
経
費
の
１
／
２
以
内
（
補
助
対
象
者
あ
た
り 

１
０
０
万
円
を
上
限
と
す
る
） 

【
申
込
み
締
切
日
】 

令
和
５
年
６
月
２
日
（
金
） 

【
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】 

 
 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

産
業
振
興
班 

商
工
担
当 

 
 

電
話 

76-

３
９
１
６ 

     

                        
 

待　遇　等

　自　衛　官　等　募　集　案　内
募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

予備自衛官補
（一般）

１月１０日～

４月６日
５月３１日

予備自衛官補
（技能）

医療従事者、語学、建築、

整備、船舶等の資格保有者

１８歳以上で保有する技能

に応じ、５３～５５歳未満

自衛官候補生

特別職国家公務員(自衛隊員)

自衛官候補生手当　月額1 4 2 ,1 0 0 円

2 士初任給　月額1 7 9 ,2 0 0 円(高卒）

　　　　　　　 月額1 9 8 ,１0 0 円（ 大卒）

特例退職手当

1 任期 陸5 7 9 ,1 3 0 円 海･空9 5 1 ,2 3 6 円

2 任期 陸1 ,4 5 3 , 2 3 3 円 海･空

1 ,5 0 8 , 6 6 7 円

１８歳以上
３３歳未満

年間を通じて
受付けています

年間を通じて
実施しています

(詳しくはお問い合わせ下さい)

試験時に
お知らせします

非常勤の特別職国家公務員

教育訓練召集手当　日額8 ,5 0 0 円

教育訓練召集旅費支給

訓練中の食事･宿泊費等無料支給

教育訓練日数

（ 一般） ３年以内に５０日間

（ 技能） ２年以内に１０日間

教育訓練修了翌日に予備自衛官に任官

一般社会人等

（会社員・大学生・主婦等）

１８歳以上３４歳未満
４月８日～２３日

(詳しくはお問い合わせ下さい)

合格発表

Ｎ
↑ 至イオン 

K’S 
デンキ 

〒高知 

郵便局 

高知 
警察署 

✚（旧）日赤病院 

JR高知駅 

 ●●● 

 四国銀行 

よさこい咲都支店 

高知よさこい咲都合同庁舎８
階 

Ｎ 

高知市栄田町２－２－１０高知よさこい咲都合同庁舎８階
自衛隊高知地方協力本部　高知募集案内所　       ＴＥＬ（０８８）８２３－２００６


